
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号または第4号に基づく随意契約の発注見通し一覧表 別紙５

所管課 連絡先（直通）

1 観光案内板維持管理業務 一式 R8.5.1
市内各所に設置している
観光案内板と標柱石の清
掃及び状態の確認。

高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律（昭和４
６年法律第６８号）第３
７条第１項に規定するシ
ルバー人材センター連合
若しくは同条第２項に規
定するシルバー人材セン
ターで、その所在地が堺
市内にあるもの。

観光推進課 228-7493
地方自治法施行令第
167条の2第1項第3号

申請方法
発注予定課

根拠法令 備考№ 契約に係る役務の名称 数量 発注予定時期 契約の内容 契約の相手方の選定基準


